
令和 8 年 6 月公表 

社会福祉法人 桐栄会 

女 性 の 活 躍 に 関 す る 情 報 の 公 表 に つ い て   

（令和 7 年度実績） 

 

 １．男女間賃金差異 

     

 男女間賃金差異 

※男性の賃金に対する女性の賃金の割合 

全労働者 ８５．１％ 

正規職員 ９０．２％ 

非正規職員 ５１．６％ 

※ 対象期間：令和７年４月１日～令和８年３月３１日 

   ※ 正規職員：雇用期間の定めのない職員 

   ※ 非正規職員：パートタイマー・臨時職員・嘱託職員 

     ・パートタイマーについては、正規職員の所定労働時間（１日８時間）で換算 

した人員数を基に平均年間賃金を算出している。 

   ※ 賃金：通勤手当を除く 

 

 

 ２．管理職に占める女性労働者の割合（令和８年３月３１日現在）  

   

   女性管理職(※)の割合・・・３７．５％      (※)管理職は課長級以上 

 

 

 ３．男女別の育児休業取得率  

 

   育児休業取得率 女性 １００％（対象者：４名）、取得期間平均 １０．０月 

           男性 １００％（対象者：２名）、取得期間平均  ３．９月 

 


